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■�ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、Ｑ＆Ａなど建退共制度の知りたい情報が記載されて
います。ぜひ、アクセスしてご覧ください!!

＊＊＊知っていますか？建退共制度＊＊＊
　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進と、建
設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。

　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼
り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業
界全体での退職金制度です。

★特徴
　・国の制度なので、安全、確実、申し込み手続きは簡単です。
　・経営事項審査で加点評価の対象となります。
　・掛金の一部を国が助成します。
　・�掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費と
して扱われ、税法上全額非課税となります。

　・事業主が変わっても、退職金は企業間を通算して計算されます。

★建退共制度の特例措置のお知らせ
　�　建退共では、地震などにより災害救助法が適用された皆様に対し、各種手続きの特例措置を実
施しています。

★建退共から事業主のみなさまへのお願い
　・共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付してください。
　・�「建設業退職金共済手帳」をお持ちの労働者が、建設業界を引退されるときは、忘れずに退職金
を請求するようお伝えください。

■加入できる事業主 : 建設業を営む方
■対象となる労働者 : 建設業の現場で働く方
■掛金　　　　　　 : 日額310円

【お問い合わせ先】 独立行政法人 勤労者退職金共済機構
　　　　　　　　 建設業退職金共済事業本部　和歌山県支部　☎ 073･436･1327

建退共 検索

　「よろず支援拠点」は国が全国に設置する無料の経営相談所です。県内振興局での定期的な出張相
談会に加え、皆様の街で各コーディネーターの経験・知見を活かした様々な講座を開催しておりま
す。支援機関の皆様、事業所の皆様、是非ご活用ください。

　講座例：「集客力アップセミナー　あなたのお店を繁盛店に変える方法」
　　　　　「売れるパッケージデザインは自己紹介上手」　等
　詳しくは「和歌山県よろず支援拠点ホームページ
　　　　　　https://yorozu-wakayama.jimdo.com/出前講座/」をご覧ください。
　開催条件：参加人数3名以上〈詳細はご相談ください〉

【お申込み・お問合せ】（公財）わかやま産業振興財団　よろず支援拠点
　　　　　　　　　　☎：073・433・3100

和歌山県よろず支援拠点は皆様の街でミニ講座を開催いたします


